
消防団
君を、待ってる！

地域の未来を助ける
のは

君のその手だ！

入団資格 市内在住・在勤の方
18歳以上の健康な方

①南相馬市役所に連絡
②管轄の消防団員から連絡、説明
③（入団を決めたら）入団手続き

入団するには…

【お問い合わせ】
南相馬市危機管理課

消防団員募集中！
南相馬市消防団
編集・発行　南相馬市消防団広報部TEL：0244－24－5232

ホームページ

S Y O B O
D A N

MINAMISOMASHI

©2025　市川勝弘©2025　市川勝弘 ©2025　市川勝弘©2025　市川勝弘



地域のための
火災時の消火活動、地震や風水害など災害発生時の警戒活動、
避難誘導活動。
放水などの各種訓練、装備や設備の点検、防火広報活動など。

消防団 活動内容

階級に応じて報酬が支払われます。
（一般の団員の場合、年額36,500円）
火災により出動した場合等、区分に応じた
報酬が支払われます。
（4時間以上の場合、1回につき8,000円）

消防団員が、5年以上在職して退職した場合に、その団員の
在職年数や階級に応じて退職報償金が支給されます。
　（一般の団員で在職5年以上10年未満の場合、200,000円）

消防団の活動中に負傷した場合には補償制度があります。

職務にあたって、功労・功績があった場合には表彰されます。

処遇
報酬

退職報償金

公務災害補償

表彰制度

・年額報酬

・出動報酬

など

1

2

3

4

長期出張や子育て、看護、介護などで消防団員として一時的に
活動できなくなる場合には、３年間を超えない範囲で休団する
ことが出来ます。

休団制度5

消防団として活動するための活動服等が貸与されます。
活動服等の貸与6

▶2 ◀3

「自らの地域は自らで守る」

普段はさまざまな仕事をしながら、

という精神に基づき、権限と責任を有する

地方公務員 です。非常勤特別職の

安心と安全地域の を守るための活動をしています。




